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午後２時００分開会 

○丸教育長 ただいまから令和６年第５回定例教育委員会を開会いたします。 

 

会議録署名委員指名 

○丸教育長 日程第１、我孫子市教育委員会会議規則第３１条の規定により、

会議録署名委員を指名します。村松委員にお願いします。よろしくお願いしま

す。 

 

議案第１号 

○丸教育長 日程第２、議案の審査を行います。 

議案第１号、我孫子市いじめ防止対策委員会委員の委嘱について、事務局か

ら説明をお願いします。 

○森谷指導課長 議案第１号、我孫子市いじめ防止対策委員会委員の委嘱につ

いてです。 

提案理由は、我孫子市いじめ防止対策委員会の一部委員が任期途中の異動に

より欠員となるため、我孫子市いじめ防止対策委員会設置要綱第２条第２項

及び第３条第１項の規定に基づき、我孫子市いじめ防止対策委員会委員を新

たに委嘱するため、提案するものです。 

２ページをご覧ください。我孫子市いじめ防止対策委員会は、任期が２年と

なっていますが、今年度、ＰＴＡ会長が代わられたということで、前任者の残

任期間をＰＴＡ会長に就任した青木さんに引き継いでいただくという形になっ

ています。以上です。 

○丸教育長 ありがとうございました。以上で説明が終わりました。 

これより質疑を許します。質疑があれば挙手をお願いします。 

ＰＴＡ役員についての改正となります。よろしいでしょうか。 
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それでは、ないものと認めます。議案に対する質疑を打ち切ります。 

 

○丸教育長 これより採決いたします。 

議案第１号、我孫子市いじめ防止対策委員会委員の委嘱について、原案に賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○丸教育長 ありがとうございます。挙手全員と認めます。よって議案第１号

は可決されました。 

 

議案第２号 

○丸教育長 続きまして、議案第２号、専決処分の報告について（損害賠償の

額の決定）、事務局から説明をお願いします。 

〇中野学校教育課長 議案第２号、専決処分の報告について（損害賠償の額の

決定）です。 

提案理由は、損害賠償の額の決定について専決処分したので、議会に報告す

るものです。 

 ５ページをご覧ください。２件あります。 

１件目、賠償金額は２０万円です。賠償の理由は、令和６年１月２９日午後

１時２０分頃、我孫子市つくし野１７１番地我孫子市立久寺家中学校敷地内に

おいて、校舎の屋上部分の外壁の一部が剥がれ、校舎３階部分の屋根に落下し、

その衝撃により砕け散った当該外壁の破片が、校舎付近に駐車中の賠償相手方

の乗用車に当たり、当該乗用車のフロントガラス、リアドアパネル等を損傷さ

せました。過失の割合は、市が１００％となります。専決処分日は、令和６年

５月７日になります。 

２件目、賠償金額は１３万６１５８円になります。先ほどの件と同じ件に関
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して駐車していた車がもう１台あり、駐車中の賠償相手方の乗用車に当たり、

当該乗用車のフロントガラスを損傷させた。こちらも市が１００％の過失割合

ということで、令和６年５月７日に専決処分を行いました。以上です。 

○丸教育長 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑を許します。質疑があれば挙手をお願いします。 

〇蒲田委員 今回の件で損害は２件出ていますが、他にも損害賠償をする可能

性はあるのでしょうか。 

〇中野学校教育課長 被害に遭ったのは、この２台のみになります。他の車両

はここには停まっていなかったため、以上２件で終わりになります。 

〇丸教育長 よろしいですか。 

 それでは、ないものと認めます。議案に対する質疑を打ち切ります。 

 

○丸教育長 これより採決いたします。 

 議案第２号、専決処分の報告について（（損害賠償の額の決定）、原案に賛成の

委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○丸教育長 ありがとうございます。挙手全員と認めます。よって議案第２号

は可決されました。 

 

諸 報 告 

○丸教育長 それでは、日程第３、諸報告を議題とします。 

 事前に配付された事務報告、事務進行予定資料などに補足する説明や追加す

る事項が全部で５点ございますので、そちらの説明から始めます。 

１点目、「小中学校外壁調査について」、髙橋総務課長、お願いします。 

〇髙橋総務課長 小中学校の外壁調査についてご説明させていただきます。 
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６月議会の補正予算で計上させていただくものになります。委託料としまして、

２０,０６２千円を計上させていただきました。 

内容につきましては、先ほど損害賠償請求のところでお話がありました、久

寺家中学校の外壁が剥落したことに伴い、その原因を調査させていただきまし

たところ、モルタルの劣化が原因であることが判明いたしました。このことに

より、校舎等新築以降、外壁の改修工事を実施していない校舎等の外壁につい

て、外壁モルタル部分の劣化状況を中心に調査を行い、校舎の安全性を確認す

るとともに、今後の改修計画の資料としたいと考えています。 

調査の対象校は、小学校が６校、中学校が５校。この中学校の５校のうち、

我孫子中学校と布佐中学校につきましては、屋内運動場も含んでいます。２つ

の屋内運動場だけ鉄筋コンクリート造で校舎と同じように外壁モルタルがある

建物になりますので、こちらについても調査をさせていただきたいと考えてい

ます。以上です。 

〇丸教育長 ありがとうございました。 

それではご質問等ありましたらお願いいたします。 

調査の方法を教えてくれますか。 

〇髙橋総務課長 まず中心となりますのがモルタルの劣化によって躯体から浮

いてしまうというようなことが久寺家中学校でありましたので、赤外線を使い、

モルタル部分の浮き具合を調査をさせていただきます。 

あと、目視による確認、クラックですとか、そういったところも目視で確認

させていただきまして、劣化している部分等あれば、チェックして記録に残し

ます。以上になります。 

〇丸教育長 ありがとうございました。よろしいですか。 

続きまして２点目、「学校給食費負担軽減等補助金について」、中野学校教育

課長、お願いします。 
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〇中野学校教育課長 ６月の補正予算に計上した学校給食費負担軽減等補助金

についてご説明いたします。令和６年４月から牛乳提供価格が値上げされたこ

とに伴い、保護者の経済的負担軽減を図るため交付する学校給食費負担軽減等

補助金を増額して計上いたします。補正要求額は５６８万２，０００円になり

ます。 

これは、牛乳価格の値上げ分が１食当たり５円となっているため、令和６年５

月１日時点での児童生徒数小学校は５４５７人、中学校は２，７７７人こちら

の人数を基に、令和６年４月から１２月までの給食の食数を１３８食として計

算した額となります。令和７年１月以降の補助金につきましては、物価高騰の

状況を見ながら、改めて額を算出していく予定です。以上です。 

〇丸教育長 ありがとうございました。物価高騰いつまで続くのかというとこ

ろですね。 

ご質問等よろしいですか。 

それでは続きまして３点目、「学校基本調査の結果報告について」、中野学校

教育課長、お願いします。 

〇中野学校教育課長 学校基本調査をもとに、我孫子市内の教職員の状況と児

童生徒数の今後の推移をまとめましたのでご報告いたします。 

まず、市内小中学校の教職員の平均年齢につきまして、今年度校長が５７．

５歳、教頭が４７．０歳、教諭・主幹教諭等が３９．６歳、養護教諭が４１．

９歳、事務職員が３５．６歳、栄養職員が５１．７歳となっています。昨年度

と比較して大きな変化はございませんが、教頭と養護教員につきましては、ご

退職された方の後に、若い職員が採用されているという形で、平均年齢が下が

っています。また、管理職、教諭ともに５８歳以下１０年間の職員が極端に少

なくなっています。 

かつては、ミドルリーダー世代の職員が空白であると言われていましたが、
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その年代が今上に上がっていきこの１、２年学校の要となる経験豊富な職員が

いなくなってしまうという事態が発生してしまいます。管理職につきましても、

校長が今年度５名、来年度５名役職定年を迎えることを受け、管理職も若返り

になっていきますので、管理職の人材育成及び次期管理職となる職員の育成に

尽力しているところであります。 

続きまして、児童生徒の推移につきまして理念をご覧ください。 

今年度の人数から令和１３年までの７年間を推計として表してございます。全

児童生徒数の推移の方なのですが、現在令和６年、小学校が５，４５７名、中

学校が２，７７７名となっているところですが、令和１３年には小学校が４，

３６７名、中学校が２，５１８名と徐々に減少傾向になっています。学校別の

児童生徒の推計は、全体的に徐々に減少傾向にありますが、小学校に関しまし

ては、根戸小学校が急激に減少をしていくという傾向にある一方、我孫子第二

学校が今年度４３１名なのですが、令和１３年度には５１２名という形で少し

増えるな推計が出ているところです。ただトータルにすると我孫子市全体では

減少傾向にあるという形になります。以上ご報告です。 

〇丸教育長 ありがとうございました。 

ご質問等あればお願いいたします。 

それでは続きまして４点目、（「部活動地域移行の実証事業について」、辻文化（・

スポーツ課長、お願いします。 

〇辻文化・スポーツ課長 部活動地域移行の実証事業についてであります。 

６月補正予算で報償費使用料賃借料など４０２万９，０００円を計上いたしま

した。現在、国と千葉県では令和７年度までを推進期間として、中学校部活動

の地域移行を進め、まずは休日の部活動から休日の部活動を学校から地域クラ

ブに移行することとしています。 

令和６年１月１６日に、千葉県より、国からの委託事業として、運動部活動
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の実証事業を募集する旨の説明がありました。市といたしましては、本格的な

移行に向けて様々な課題を検討し、円滑な地域移行を図るために実証事業に応

募することとし、必要な予算を令和６年６月補正予算に計上いたしました。総

事業費は４０２万９，０００円となります。なお、実証事業は国からの委託事

業として実施され、ほぼ全額国庫からの支出となります。 

今年度の実証事業は子どもたちへの指導実績のある市スポーツ協会やスポ

ーツ少年団と連携し、既に単独校での活動が困難になっている、市東部の野球

部の受け皿となっている野球クラブや部活動指導員が指導を行っている陸上部

などを念頭に、市内の４つ程度の休日の部活動について、地域クラブへ移行を

試みるものです。なお実証期間といたしましては、中学校３年生が引退して新

体制となる９月から開始し、３月上旬までとなります。実施に当たっては、文

化・スポーツ課が事務局となって、実施するクラブと綿密に連絡を取り合い、

実施状況の報告を求め、本格的な移行に備えていくこととなります。また補正

予算が成立いたします６月末から７月上旬には、部活動が置かれた現状と地域

移行の必要性、実証事業について保護者と子どもたちに向けて丁寧に説明して

いく予定になっています。以上です。 

〇丸教育長 ありがとうございました。 

ご質問等あればお願いいたします。 

 全額っていうところもありますので、とにかく我孫子市の場合はできるとこ

ろからまず進めていく、そして部活動指導員をまずはしっかり集めてその中で、 

今後は地域クラブ活動へと移行というような形を考えています。ただ、まだま

だ部活動指導員の数が集まりませんので、文化・スポーツ課、また指導課の方

で引き続き募集等を進めていきたいと思っています。 

〇蒲田委員 これをするにあたって保護者の負担はどのような形になるでしょ

うか。 
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〇辻文化・スポーツ課長 実証事業については全額国庫からの支出ということ

になりますので、保護者の負担は生じません。 

〇蒲田委員 ということは、来年度以降は可能性があるということでしょうか。 

〇辻文化・スポーツ課長 実際、国庫の委託事業については、来年度どうなる

のかというのはまだ確定しているわけではありません。ただ、令和８年度以降

になりますと、休日の部活動というのは基本的になくなるということに今なっ

ていますので、その際におかれましては、いわゆる受益者負担が生じてくる可

能性があります。ただ来年度もしこの実証事業の補助事業がまだあるのだとす

ると、それはこちらから申請できないか、千葉県を通して国の方に確認してい

きたいと考えています。 

〇丸教育長 最終的に今の学校の部活動が地域のクラブ活動に行ったときには、

受益者負担というのは、これは避けられないだろうと思っています。 

ただ要保護準要保護に関しては、今後国や県の方針等を見ながら進めていこう

かなと思っています。 

よろしいですか。 

続きまして５点目、「ファミリースポーツテスト２０２４×ＮＥＣグリーンロ

ケッツ東葛ラグビー教室について」、辻文化（・スポーツ課長、お願いいたします。 

〇辻文化・スポーツ課長 ファミリースポーツテスト２０２４ＮＥＣグリーン

ロケッツ東葛親子向けラグビー教室になります。 

こちらは市民の体力向上や健康促進を目的に、握力や上体を起こし、反復横

跳びなど、文部省文部科学省の作成のスポーツテストにのっとって実施するも

のです。こちらのテストは毎年行っているのですが、これを毎年実施すること

によって自分の体力の現状を把握し、健康増進により繋げていけるものです。

あわせてＮＥＣグリーンロケッツ東葛の親子向けラグビー教室ですが、これも

毎年実施しているもので大変好評を得ています。実際のプロ選手が参加してい
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ただき、痛くない・怖くないそれをコンセプトに、ラグビーの基本的な動作や

チームプレーの大切さなどを体験していただくイベントとなります。実施日は

６月１６日（日曜日）の９時から１３時まで、場所は我孫子市民体育館となり

ます。以上です。 

〇丸教育長 ありがとうございました。 

グリーンロケッツは明日試合でしたよね。 

〇辻・文化スポーツ課 はい。明日、一部に上がれるのか、二部にそのまま残

留するのかという瀬戸際の試合になりますので、皆さんご注視したしていただ

ければと思います。応援してください。 

〇丸教育長 ありがとうございました。よろしいですか。 

それではこれより事務報告に対する質疑に入ります。 

質疑があれば挙手をお願いします。 

〇蒲田委員 事務報告７ページ、３番、教育支援センターの遠足についてお尋

ねします。児童生徒４名参加ということですが、何年生ぐらいのお子さんが参

加したのか教えてください。 

〇三津山教育相談センター係長 中学生がメインだったと聞いているのですが、

具体的な学年までは把握していません。 

〇蒲田委員 はい、わかりました。 

では、でも小学生が楽しめるような企画で、我孫子駅からあけぼの山公園ま

では２キロぐらい歩くことができて楽しめたということでよろしいでしょうか。 

〇三津山教育相談センター係長 はい。鯉の餌やりなど、いろいろ楽しいこと

を行ったという報告いただいています。 

〇丸教育長 今の教育支援センターの利用者は、昨年度に比べて少なくなって

いますか。 

〇三津山教育相談センター係長 はい。教育支援センターのかけはし・ひだま
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りの利用者は少なくなっています。おそらく今まで来ていたお子さんが校内教

育支援センターに移っているという動きがあると思います。 

〇丸教育長 ありがとうございました。ほかにございますか。 

 それでは、ないものと認めます。事務報告に対する質疑を打ち切ります。 

 次に、事務進行予定について、質疑があれば挙手をお願いします。 

―よろしいですか。 

 それでは、ないものと認めます。事務進行予定に対する質疑を打ち切ります。 

 次に、教育事業全般について質疑があれば挙手をお願いします。 

〇蒲田委員 小学校、中学校の運動会についてです。今は、土曜日の午前中で

終わるというような形で行っているかと思うのですが、近隣の中学校の場合だ

と、秋ではなく、６月の平日に体育祭を行い、給食を食べて午後には帰るとい

うようなかたちで行っていると聞きましたが、我孫子の中ではそういった検討

をしているのでしょうか。 

〇森谷指導課長 まだ中学校に関しては、詳しく今年の計画をこちらで調査は

していないのですが、１校、平日の開催予定ということは聞いています。 

〇蒲田委員 ありがとうございます。それは９月ですか。 

〇森谷指導課長 ９月と聞いています。 

〇蒲田委員 それはどういった理由で変わったのでしょうか。 

〇森谷指導課長 詳しくは把握できてはいませんが、たまたま昨年度延期にな

った都合で、平日開催を行ったときに、それもいいのではないかというところ

で、学校で検討し、保護者の方にも確認をしたということは聞いています。 

〇蒲田委員 ありがとうございます。やっぱり各学校で工夫して、気持ちよく

子どもたちが楽しみながら成長していくことは、とてもいいことだと思います。

またよろしくお願いします。 

〇丸教育長 ありがとうございました。他にございますか。 
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 ―よろしいですか。 

 それでは、ないものと認めます。以上で諸報告に対する質疑を打ち切ります。 

 

○丸教育長 以上で令和６年第５回定例教育委員会を終了します。お疲れさま 

でした。 

午後２時２８分閉会 


